
このようなときに補償されます補償内容 1口あたりの保険金額

このようなときに補償されます補償内容 保険金額 月額保険料

単品コース キッズ

○ケガの補償について
①事故発生の日から180日以内の入院・通院・
手術が補償対象となります。

②地震・噴火またはこれらを原因とする津波に
よるケガも補償対象となります。（第三者加害
を除く）

③熱中症による入院・手術・通院が補償対象となります。
④食中毒による入院・手術・通院が補償対象となります。
⑤特定感染症による入院・通院が補償対象とな
ります。（手術は対象となりません。）

⑥第三者加害の補償の対象となる事故につき
ましては別冊P18～19をご覧ください。

⑦以下の手術（診療行為）は対象外です。
　創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨ま
たは関節の非観血的または徒手的な整復
術、整復固定術および授動術、抜歯手術等
⑧ケガによる入院・手術・通院の交通事故と交
通事故以外の差額（交通事故の上乗せ）部分
については、熱中症危険・食中毒・特定感染
症危険の補償はありません。

○扶養者がケガで死亡・重度後遺障害になった場合に育英費用が補償されます。
○お子さまが病気・ケガをした場合も補償されます。
　自転車事故などの交通事故によるケガの補償を厚くしております。

修理費用
（日本国内のみ）

火災、落雷、台風、盗難などの偶然な事故で賃貸中のマンション・
アパート等に損害が生じ、賃貸借契約に基づいて入居者が修理し
た場合の修理費用を補償します。主要構造部（壁・はり・床など）や
居住者が共同で利用する部分（ロビー・昇降機等）は対象外です。

借家人賠償
（日本国内のみ）

賃貸中のマンション・アパート等が火災・破裂・爆発・水ぬれ・
その他偶然な事故により損壊した場合、大家さんに対する
賠償責任を補償します。 ＋450円

一人
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●この保険の被保険者（保険の対象となる方）は、組合員のお子さま、
もしくは組合員と同居している親族で満22才以下の方に限られま
す。但し満22才の方は学校教育法に定める学校に通われている
必要があります。また、就職した場合は被保険者にはなれません。

●被保険者の扶養者を必ず指定していただきます。扶養者として指定できるのは、
原則として被保険者の親権者（被保険者が成年に達している場合はこの限りで
はありません）で、かつ被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を
継続的に負担して、被保険者の生計を支えている同居している方となります。
ただし、扶養者の単身赴任等就学上の理由で別居している場合も含みます。

加入要件

10,000円
一時金

10,000円
一時金

20,000円
一時金

20,000円
一時金

※別居の未婚のお子さまがお住まいの住宅の所有・使用・管理に起因する事故の第三者への補償につきましては、基本セット　　　　　　　　　  　　 の日常生活賠償で補償されます。ファミリー パーソナル

育英費用

入院（ケガ）

通院（ケガ）

特定損傷
（ケガ）

入院（病気）

退院後通院
（病気）

手術（ケガ）

第三者加害
（ケガ）

扶養者の方がケガで死亡・重度後遺障害に
なられたときの育英費用

病気で入院し、退院後に通院したとき

ケガで事故の日から180日以内に
手術を受けたとき

一時金も、天災危険補償・熱中症危険補償・食中毒
補償・特定感染症危険補償の対象となりました。

ケガで事故の日から180日以内に入院したとき
180日限度 天災危険・熱中症危険・食中毒・特定感染症危険補償

ケガで事故の日から180日以内に通院したとき

病気で入院したとき
1,000日以内／180日限度

退院後180日以内／30日限度

天災危険補償

天災危険・熱中症危険・食中毒補償

骨折・関節脱臼・腱の断裂をした場合
天災危険補償

90日限度 天災危険・熱中症危険・食中毒・特定感染症危険補償

第三者からの加害事故によるケガで事故の日から
180日以内に死亡・重度後遺障害になったとき
※ご家族も対象です。詳細は別冊P18～19をご参照ください。

ケガによる入院・手術・通院は
熱中症危険・食中毒・
特定感染症危険も補償 

下記の内容は商品の概要です。詳細は別冊P1以降の「あらまし」をご参照ください。
長期休業

○　　　　　　　　　　　　　　で補償されない366日目以降の補償です。ファミリー パーソナル

長期休業 について

○病気やケガで長期間働けなくなった場合の補償です。

①入院期間だけでなく、医師の指示による自宅療養期間も補償対象です。
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就
業障害も補償します。
③妊娠・出産・早産・流産によって生じた身体障害による就業障害も補償します。
正常分娩による就業障害は対象外です。
④就業障害の定義は下記のとおりです。

⑤免責期間（365日）とは、継続して就業障害である一定の期間で、就業障害開
始からこの期間は保険金支払いの対象となりません。なお、免責期間中に一

加入できる方 組合員
本人

加入できる方 0才～22才
のご家族

病気・ケガにより、就業障害が開始し、
その状態が366日以上継続した場合

最長70才まで補償
（所定の精神障害は
24か月限度）

被保険者の経験、能力に応じ
たいかなる業務にも全く従事
できないこと。

身体障害発生直前に従事していた業務に全く
従事できないか、または一部従事することがで
きず、かつ所得喪失率が20％超であること。

免責期間中 てん補期間開始後

あなたが長期間働けなくなったら…

保険金額が年収の1/12以内となるように口数を設定してください。
年収の1/12を上回る部分については保険金をお支払いできません。

もしも

収 入 支 出
医療費
生活費
住宅ローン
教育費

収 入
支 出
医療費
生活費

住宅ローン
教育費

病気・ケガで収入が減少

病気やケガで長期間働けなくなった場合の収入を補償するのが　　　　　　です！長期休業

　　　　　で
収入を補てん！
長期休業

に
加入していると
長期休業

あなたとあなたの
ご家族の暮らしを支えます！！

最長7０才まで
補償が続くよ！

長期所得
（病気・ケガ）

長期休業保障コース ステップ☆キッズ

円
円
円
円
円

183
203
250
326
483

15 － 24才
25 － 29才
30 － 34才
35 － 39才
40 － 44才

円
円
円
円
円

719
1,088
1,484
1,656
1,401

45 － 49才
50 － 54才
55 － 59才
60 － 64才
65 － 69才

このようなときに補償されます補償内容
1型 保険金額 2型 保険金額

2,000万円
（1事故あたりの限度額）
（自己負担額なし）

100万円
（1事故あたりの限度額）
（自己負担額：1事故3,000円）

プラス 一人暮らしオプション

満年令

（　　　　　　）2025年
12月1日現在

1型 2型
円
円
円
円
円

1,680
1,500
1,490
1,550
1,740

円
円
円
円
円

3,330
2,990
2,940
3,110
3,470

  0 －   4才
  5 －   9才
10 － 14才
15 － 19才
20 － 22才

キッズ に加入された場合のみご加入できます

1,000万円 2,000万円
交通事故以外 交通事故 交通事故以外 交通事故

5,000円
1日につき

10,000円
1日につき

10,000円
1日につき

20,000円
1日につき

50,000円 100,000円 100,000円 200,000円入院中

25,000円 50,000円 50,000円 100,000円入院外

2,500円
1日につき

5,000円
1日につき

5,000円
1日につき

10,000円
1日につき

一時金 50,000円
（保険期間中1回に限ります。）

一時金 100,000円
（保険期間中1回に限ります。）

1日につき

一時金

1日につき

一時金
10,000円
20,000円

5,000円
10,000円

1日につき 1日につき
5,000円2,500円

1,000万円限度 2,000万円限度

月額
保険料表

満年令
（2025年12月1日現在）

1口あたりの月額保険料

366日目から1か月につき
5万円

（40口・200万円限度）

時的に就業障害から復職した場合で、その復職日数が通算して7日以内
である場合に限り、免責期間は継続するものと見なし、365日に一時的復
職日数を加えた期間を免責期間とします。
⑥てん補期間とは、免責期間終了日の翌日から起算する、事前に契約者と協定
した期間（70才に達する誕生日の前日まで。ただし、免責期間の終了日の翌
日から70才に達する誕生日の前日までの期間が3年に満たない場合はてん
補期間を3年とします。なお、所定の精神障害による就業障害の場合は基本
契約のてん補期間にかかわらず免責期間終了日の翌日から起算して24か
月が限度となります。）をいい、「保険金をお支払いする期間」となります。
⑦復職された場合（別の会社への復職の場合を含む）でも身体障害により所得が
就業障害前の80％に満たない場合は、所得喪失率の割合に応じて補償します。
⑧69才の方は、保険期間中70才に到達しても勤労所得がある場合、2026年
12月1日午後4時までは補償があります。勤労所得がなくなった場合は
解約手続きが必要となりますので担当代理店へご連絡ください。

所定の
精神障害も
最長24か月
補償されるよ！

2025年2024年

30才の場合の
月額保険料 1口10万円 500円

1口5万円 250円
2口10万円 500円

改
定

必要な補償額を
より柔軟に
選択できるように
なりました。1口あたりの

保険金額を引き下げ
ご加入しやすく
なりました！
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改定 1口あたりの保険金額を10万円から5万円に改定しました

改定

改定

改定

28




